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高炉５社等による品質管理に関する総点検の結果について

当省は、 社 日本鉄鋼連盟に対して品質管理に関する総点検を要請していたとこ( )
ろ、高炉５社（子会社を含む）から報告がありましたので、お知らせします。

また、高炉５社以外の鉄連加盟企業について、２社から報告がありましたのでお
知らせします。なお、その他の鉄連加盟企業からの報告は、６月１３日までに受ける
こととしています。

１．高炉５社については、下記２件が新たに報告されるとともに、これ以外に問題とな
る案件はないとの報告を受けております。
（注）高炉５社：新日本製鐵㈱、ＪＦＥスチール㈱、住友金属工業㈱、㈱神戸製鋼所、

日新製鋼㈱

（１）日本高周波鋼業㈱（㈱神戸製鋼所の子会社）
○ 高速度工具鋼鋼材について、ＪＩＳで要求される硬さ試験を行わずにＪＩＳマー

クを付けて出荷し、また、検査証明書に要求値を満たす数値を記載していた。
また、ステンレス鋼棒の一部について、企業間の協定で要求される引張試験
等を行わずに、検査証明書に過去の検査数値を記載していた。

（２）㈱ニッタイ（新日本製鐵㈱の子会社）
○ チタン管、ニッケル合金管について、企業間の協定で要求される水圧試験を

行わずに、検査証明書に水圧試験に合格した旨記載していた。

２．高炉５社以外の鉄連加盟企業については、現時点で、下記２件の報告がありま
した。

（１）ナストーア㈱（日本冶金工業㈱の子会社）
○ ステンレス鋼管の一部について、ＪＩＳで要求される水圧試験等を行わずにＪＩ

Ｓマークを付して出荷し、また、検査証明書に水圧試験に合格した旨記載して
いた。

（２）日金工鋼管㈱（日本金属工業㈱の子会社）
○ ステンレス鋼管の一部について、ＪＩＳで要求される水圧試験又は非破壊検査

のうち、非破壊検査を行っていたものの、検査証明書には水圧試験を行った
旨を記載する等の検査証明書の記載の不具合があった。

３．日本高周波鋼業㈱及びナストーア㈱の報告に係るＪＩＳ法上の問題の有無
については、立入検査等も実施しつつ検討し、適切に対処します。
なお、ＪＩＳの登録認証機関を通じ、水圧試験及び空気圧試験が規定されている

鋼管の規格について認証を取得している工場（６３工場）の試験実施状況を調査し
たところ、上記以外の問題は確認されていません。
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